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�愛媛県告示第９４７号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� Ｎ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキソブタン－

２－イル）－１－ベンジル－１Ｈ－インダゾール－３－カルボ

キシアミド及びその塩類

� １－（ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－イル）－

２－（ブチルアミノ）ブタン－１－オン及びその塩類

� ２－（エチルアミノ）－２－（３－フルオロフェニル）シク

ロヘキサン－１－オン及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例第２条第７号の薬物のう

ち、県の区域内において濫用されるおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

令和５年９月２日

�愛媛県告示第９４８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商工観光課並びに西条市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ハローズ東予店 西条市三津屋１９８番
１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社ハローズ
広島県福山市南蔵王
町六丁目２６番７号
代表取締役
佐藤 利行

株式会社ハローズ
広島県福山市南蔵王
町六丁目２６番７号
代表取締役
佐藤 利行
株式会社ワッツ西日
本販売
大阪府大阪市中央区
城見一丁目４番７０号
代表取締役
山野 博幸

令和５年
７月１４日

令和５年
８月１４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９４９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに東温市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ＤＣＭ
重信店

東温市野田三丁目１
番１３号 外 大規模小売店舗の名称 フジグラン重信・Ｄ

ＣＭダイキ重信店
フジグラン重信・Ｄ
ＣＭ重信店

令和４年
９月１日

令和５年
８月１４日
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�愛媛県告示第９５１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

西条市中野字大�保丙１９８、丙１９９の４、丙２０１の１、字大�保
山丙２０１の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大�保丙１９８・丙１９９の４・丙２０１の１（以上３筆につい
て次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９５０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地

域産業振興部商工観光課並びに東温市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ＤＣＭ
重信店

東温市野田三丁目１
番１３号 外 駐車場の収容台数 ２，２２２台 ２，００３台 令和６年

４月１５日
令和５年
８月１４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第９５２号
森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項の規定による皆伐面積の限度は、次のとおりとする。
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令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

単 位 区 域 保 安 林 の 種 類 面 積
（ヘクタール） 区 域 内 市 町

銅 山 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５０２．２０ 四国中央市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及

び富郷町津根山の各一部に限る。）、四国中央市新宮町、新居浜市（別子山に限
る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２３．１０

金 生 川 ～ 加 茂 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ３７３．３９
新居浜市（別子山を除く。）、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、
大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、
桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、
福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、
吉田、小松町、丹原町を除く。）、西条市小松町（石鎚（字大成、字有川及び字
黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部に限る。）に限る。）、四国中央
市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及び富郷町
津根山の各一部を除く。）、四国中央市土居町

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８２８．７５

中 山 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２０８．５２
西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、
河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新
町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津
屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田に限る。）、西条市小松
町（石鎚（字大成、字有川及び字黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部
を除く。）を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部を除く。）、東温
市（滑川及び明河並びに河之内の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２７６．６０

今 治 地 区

水 源 か ん 養 保 安 林 ５０．１４
今治市（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村、関
前小大下を除く。）、松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、
牛谷、大浦、大河内、大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨
之池、粟井河原、客、儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐
古、猿川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北
条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西
谷、萩原、八反地、平林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、
横谷、和田、光洋台、府中、柳原に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９０．０６

重 信 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２６９．１７

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、伊予市
（中山町、双海町を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部に限る。）、
東温市（滑川及び明河並びに河之内の一部を除く。）、伊予郡砥部町（満穂、玉
谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波を除く。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６１７．４２

小 田 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ２１．６４ 喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、

中田渡、上田渡、臼杵、中川（一部を除く。）に限る。）、伊予郡砥部町（満穂、
玉谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波に限る。）、伊予市中山町、双海町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ７５．６９

肱 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ８１６．５１ 大洲市、喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、

吉野川、中田渡、上田渡、臼杵、中川を除く。）、西予市宇和町（郷内、西山田
及び山田の各一部を除く。）、野村町（大野ヶ原の一部を除く。）、城川町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １０９．３１

八 幡 浜 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 １１．２０

八幡浜市、西宇和郡伊方町、西予市三瓶町、明浜町、宇和町（郷内、西山田及び
山田の各一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ５８．０２

宇 和 島 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 ５９４．９６

宇和島市（三間町及び野川の一部を除く。）、南宇和郡愛南町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １２７．２２

吉 海 宮 窪 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １８．１２ 今治市吉海町、宮窪町

伯 方 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １９．８４ 今治市伯方町

弓 削 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

上 浦 大 三 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．２０ 今治市上浦町、大三島町

中 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２．７０ 松山市（中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長
師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木に限る。）

四 万 十 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５４６．２０

宇和島市（三間町及び野川の一部に限る。）、北宇和郡鬼北町、松野町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３８．９４

仁 淀 川 上 流
水 源 か ん 養 保 安 林 ７９２．６９

上浮穴郡�万高原町、喜多郡内子町（中川の一部に限る。）、西予市野村町（大
野ヶ原の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ５０．６９
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�������
�愛媛県告示第９５３号
次の加入区の特定養殖漁業者の同意は漁業災害補償法（昭和３９年

法律第１５８号）第１２５条の６第１項に規定する要件に適合すると認め

るので、同条第３項において準用する同法第１０５条の２第４項の規

定に基づき、次のとおり公示する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

のり等養殖業（のり養殖業）

加 入 区

西条市禎瑞加入区

西条加入区

�������
�愛媛県告示第９５４号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

東 予 干 害 防 備 保 安 林 １９．０３

四国中央市（上柏町、下柏町、村松町、三島朝日一丁目、三島朝日二丁目、三島
朝日三丁目、三島紙屋町、三島宮川一丁目、三島宮川二丁目、三島宮川三丁目、
三島宮川四丁目、三島中央一丁目、三島中央二丁目、三島中央三丁目、三島中央
四丁目、三島中央五丁目、三島金子一丁目、三島金子二丁目、三島金子三丁目、
中曽根町、中之庄町、具定町、寒川町、豊岡町大町、豊岡町豊田、豊岡町長田、
豊岡町五良野、豊岡町岡銅、富郷町寒川山、富郷町豊坂、富郷町津根山、金砂町
小川山、金砂町平野山に限る。）、新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今
在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、
国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、
安用出作、吉田、丹原町に限る。）

中 予 干 害 防 備 保 安 林 ４．１４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）

南 予 干 害 防 備 保 安 林 ２０．０２ 八幡浜市、西予市、北宇和郡鬼北町、南宇和郡愛南町（正木、増田、小山、中川、
広見、満倉、上大道、一本松に限る。）

東 予 保 健 保 安 林 １７．９２

新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、
河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、
新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町を除く。）

今 治 地 区 保 健 保 安 林 ２９．３４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）、今治市玉川町、波方町

中 予 保 健 保 安 林 １３．８４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、�保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、東温市
（上村、牛渕、上林、北野田、志津川、下林、田窪、西岡、野田一丁目、野田二
丁目、野田三丁目、樋口、南野田、見奈良、山之内、横河原に限る。）、上浮穴
郡�万高原町（東明神、西明神、入野、�万、上野尻、下野尻、菅生、上畑野川、
下畑野川、直瀬、露峰、二名、父野川、柳井川、中津、西谷に限る。）、喜多郡
内子町（中川の一部に限る。）

八 幡 浜 ～ 肱 川 保 健 保 安 林 １４．５０ 八幡浜市保内町、西予市三瓶町、野村町、城川町

宇和島～四万十川 保 健 保 安 林 ３．７８ 宇和島市（吉田町、三間町、津島町を除く。）、北宇和郡松野町

弓 削 地 区 保 健 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

注 銅山川、金生川～加茂川、中山川、今治地区、重信川、仁淀川上流、肱川、宇和島地区及び四万十川には、国有林を含む。

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

おそふ
え谷
３６１－
１

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流

上池谷
３６２－
３５

東温市
則之内
永野
（次の
図のと
おり）

土石流
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び東温市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９５５号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び松山市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９５６号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び砥部町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９５７号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第８項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の

指定を解除する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

丁字ヶ
谷川
３６２－
３９－１

東温市
則之内
則之内
（次の
図のと
おり）

土石流

榎木谷
３６２－
５４

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流

滑ヶ谷
３６２－
５５

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流

障子ヶ
谷
３６２－
５６

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流

小谷
３６２－
５８

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流

宮ノ谷
３６２－
５９

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

庄２号
谷
２１１－
１２２９

松山市
庄
（次の
図のと
おり）

土石流

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

満穂本
村
４０３－
Ⅰ－６０
０１

伊予郡
砥部町
満穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

満穂本
村
４０３－
Ⅰ－６０
０１

伊予郡
砥部町
満穂
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

おそふ
え谷
３６１－
１

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 おそふ
え谷
３６１－
１

東温市
山之内
麓
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上池谷
３６２－
３５

東温市
則之内
永野
（次の
図のと
おり）

土石流 上池谷
３６２－
３５

東温市
則之内
永野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

丁字ヶ
谷川
３６２－
３９－１

東温市
則之内
則之内
（次の
図のと
おり）

土石流 丁字ヶ
谷川
３６２－
３９－１

東温市
則之内
則之内
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

榎木谷
３６２－
５４

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 榎木谷
３６２－
５４

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

滑ヶ谷
３６２－
５５

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 滑ヶ谷
３６２－
５５

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

障子ヶ
谷
３６２－
５６

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 障子ヶ
谷
３６２－
５６

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

小谷
３６２－
５８

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 小谷
３６２－
５８

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宮ノ谷
３６２－
５９

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 宮ノ谷
３６２－
５９

東温市
河之内
徳吉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び東温市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９５８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第８項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の

指定を解除する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び松山市に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第９５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和５年９月１日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

庄２号
谷
２１１－
１２２９

松山市
庄
（次の
図のと
おり）

土石流 庄２号
谷
２１１－
１２２９

松山市
庄
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中島環状線
松山市中島粟井丙９６番２から

同市中島粟井丙８１番５まで

旧 ７．１～２９．１ ０．２５４

新 １１．６～８２．１ ０．２３１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市末町甲６番３地先から

同町甲７番３地先まで

旧 ９．４～１６．４ ０．０４２

新 １０．３～１６．４ ０．０４２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市末町甲６番３地先から

同町甲７番３地先まで
令和５年９月１日
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�愛媛県告示第９６３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

令和５年９月１日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第９６４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和５年９月１日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第９６５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６６号
次のとおり落札者を決定した。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０７００４２１ 合同会社Ａ１５１ 愛媛県大洲市中村３２４
番地１ 井 上 加奈子 就労継続支援

Ｂ型 らしく 愛媛県大洲市若宮５６６
番地２

令和５年
７月１日

３８１０７００４３９ 株式会社香寿 愛媛県大洲市中村５４２
番地１ 安 永 文 香 就労継続支援

Ｂ型 なちゅらる 愛媛県大洲市常盤町字
西側１２番３

令和５年
８月１日

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０７００１６６ 株式会社長浜リハビリ
テーションサービス

愛媛県大洲市長浜甲３５
番地 梶 谷 治 夫 保育所等訪問

支援
児童発達支援・放課後
等デイサービスほのぼ
ーの

愛媛県大洲市白滝甲５５
７番地の２

令和５年
７月１５日

３８５０７００１６６ 株式会社長浜リハビリ
テーションサービス

愛媛県大洲市長浜甲３５
番地 梶 谷 治 夫 居宅訪問型児

童発達支援
児童発達支援・放課後
等デイサービスほのぼ
ーの

愛媛県大洲市白滝甲５５
７番地の２

令和５年
７月１５日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１４０００２５７ 公益財団法人 正光会 愛媛県宇和島市柿原１２
８０番地 渡 部 三 郎 就労移行支援 多機能型事業所南生 愛媛県南宇和郡愛南町

城辺甲２０４－１
令和５年
５月３１日

３８１３７０００１４ 社会福祉法人 伊方町
社会福祉協議会

愛媛県西宇和郡伊方町
湊浦１９９５番地１ 松 田 光 一 居宅介護 三崎訪問介護事業所 愛媛県西宇和郡伊方町

三崎１７００番地１６
令和５年
７月３１日

３８１３７０００１４ 社会福祉法人 伊方町
社会福祉協議会

愛媛県西宇和郡伊方町
湊浦１９９５番地１ 松 田 光 一 重度訪問介護 三崎訪問介護事業所 愛媛県西宇和郡伊方町

三崎１７００番地１６
令和５年
７月３１日

３８１３７０００４８ 社会福祉法人 伊方町
社会福祉協議会

愛媛県西宇和郡伊方町
湊浦１９９５番地１ 松 田 光 一 居宅介護 瀬戸訪問介護事業所 愛媛県西宇和郡伊方町

三机１０８７番地１
令和５年
７月３１日

３８１３７０００４８ 社会福祉法人 伊方町
社会福祉協議会

愛媛県西宇和郡伊方町
湊浦１９９５番地１ 松 田 光 一 重度訪問介護 瀬戸訪問介護事業所 愛媛県西宇和郡伊方町

三机１０８７番地１
令和５年
７月３１日

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県県立学校庶務事務シ
ステム導入業務 一式

愛媛県教育委員会事務
局管理部教育総務課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和５年６月２８日
株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・データ四国
愛媛県松山市三番町四丁
目９番地６

２１１，４０９，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による
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�公 告

職業訓練指導員試験の実施について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第３０条の規定に基づ

き、職業訓練指導員試験を次のとおり実施する。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験を実施する職種

� 実技試験を実施する職種

織機調整科

� 学科試験（関連学科及び指導方法）を実施する職種

機械科、木工科及び織機調整科

� 学科試験（指導方法）を実施する職種

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）別

表第１１に掲げる全職種（�に掲げる職種を除く。）
２ 試験の実施期日

� 実技試験（織機調整科のみ）

令和６年１月２５日（木）、２６日（金）８：３０～１７：１５

（予備日 令和６年２月１日（木）、２日（金）８：３０～１７

：１５）

（日時は、受験者の申込状況によって決定する。）

� 学科試験

令和６年１月２７日（土）１０：００～１５：１５

３ 試験の実施場所

実技試験（織機調整科のみ）及び学科試験

今治市桜井団地四丁目１番地の１

愛媛中央産業技術専門校

４ 受験申請書の提出期間

令和５年９月１日（金）から９月２９日（金）までとする。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

５ 受験申請書の提出先

松山市一番町４丁目４番地２

愛媛県経済労働部産業雇用局労政雇用課

６ 合格発表

令和６年２月下旬に愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、合格し

た者に通知する。

７ その他

� 受験手続の詳細を記載した受験案内及び受験申請書は、労政

雇用課において交付する。

なお、郵送を希望する者は、宛先を明記し、１２０円分の郵便

切手を貼った返信用封筒を同封の上、労政雇用課へ申し込むこ

と。

� この試験についての問合せは、労政雇用課職業能力開発グル

ープ（電話（０８９）９１２－２５０４）にすること。

�公 告

技能検定の実施について

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定に基づき、後期技能検定の実施について次のとおり公示す

る。

令和５年９月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 実施職種及び等級の区分

技能検定は、次の表の左欄に掲げる職種について、同表の右欄に掲げる等級に区分して実施する。

職 種 等 級

鋳造、金属熱処理、機械加工、非接触除去加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、電子機器組立て、電
気機器組立て、半導体製品製造、自動販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、プラス
チック成形及びパン製造

特級

工場板金、機械検査、シーケンス制御、半導体製品製造（集積回路チップ製造に係るものに限る。）、自動販売機調整、時計修
理、空気圧装置組立て、油圧装置調整、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製に係るも
のに限る。）、プラスチック成形（射出成形に係るものに限る。実技に限る。）、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、
菓子製造、建築大工、かわらぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、カー
テンウォール施工、ガラス施工、機械・プラント製図、電気製図、塗装及び広告美術仕上げ（広告面粘着シート仕上げに係るも
のに限る。）

１級及び２級

造園（学科に限る。）、機械加工、機械検査、電子機器組立て、シーケンス制御、時計修理、冷凍空気調和機器施工、家具製作、
建築大工、かわらぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、機械・プラント製図、電気製図及び広告美術仕上げ

３級

２ 試験の方法

実技試験及び学科試験

３ 実施期日及び実施場所

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

県立学校校内ＬＡＮ用端末機器等一
式の借入れ

愛媛県教育委員会
事務局指導部高校
教育課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和５年８月２３日
四国通建株式会社
今治市南大門町一丁目
１番地の１５

９，１４１，０００円
（月額） 一般競争入札 令和５年７月１４日
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人事委員会規則

� 実施期日

ア 実技試験

令和５年１２月４日（月）から令和６年２月１１日（日）までの間において、愛媛県職業能力開発協会が指定する日

イ 学科試験

実施職種ごとに、次の表のとおりとする。

職 種 等 級 実 施 期 日

機械検査、シーケンス制御、婦人子供服製造（婦人子供既製服製造に係るものに限る。）、配管、型枠
施工及びガラス施工

１級及び２級
令和６年１月２１日�

シーケンス制御、配管及び型枠施工 ３級

鋳造、金属熱処理、機械加工、非接触除去加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検
査、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、自動販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装
置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、プラスチック成形及びパン製造

特級

令和６年１月２８日�工場板金、自動販売機調整、時計修理、油圧装置調整、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、強化プ
ラスチック成形、石材施工、パン製造、防水施工、カーテンウォール施工及び機械・プラント製図

１級及び２級

造園、時計修理、冷凍空気調和機器施工、家具製作及び機械・プラント製図 ３級

半導体製品製造（集積回路チップ製造に係るものに限る）、空気圧装置組立て、菓子製造、建築大工、
かわらぶき、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、樹脂接着剤注入施工、電気製図、塗装及び広告美術仕
上げ（広告面粘着シート仕上げに係るものに限る）

１級及び２級

令和６年２月４日�
機械加工、機械検査、電子機器組立て、建築大工、かわらぶき、鉄筋施工、電気製図及び広告美術仕上
げ

３級

� 実施場所

愛媛県職業能力開発協会が指定する場所

４ 技能検定受検申請書の提出期間

令和５年１０月２日（月）から１３日（金）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

５ 技能検定受検申請書の請求先及び提出先

愛媛県職業能力開発協会

〒７９１－８０５７

愛媛県松山市大可賀二丁目１－２８ アイテムえひめ内

電話 （０８９）９９３－７３０１

�愛媛県人事委員会規則７―１２５７
職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年９月１日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（届出）

第３条 職員は、新たに条例第１０条第１項の職員たる要件を具備す

るに至つた場合には、通勤届兼通勤手当認定・確認簿（別記様

式）により、その通勤の実情を速やかに 任命権者に届け出なけ

ればならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合

についても同様とする。

� 任命権者を異にして異動した場合（人事委員会が定める場合

を除く。）

� 省略

（届出）

第３条 職員は、新たに条例第１０条第１項の職員たる要件を具備す

るに至つた場合には、通勤届兼通勤手当認定・確認簿（別記様

式）により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なけ

ればならない。同項の職員が次の各号の一に 該当する場合

についても同様とする。

� 任命権者を異にして異動した場合

� 省略



愛 媛 県 報令和５年９月１日 第４３９号

８３６

選挙管理委員会告示

県議会訓令

�愛媛県選挙管理委員会告示第６１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和５年９月１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１２５，６６６

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，５１４

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４０，７０９

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県議会訓令第１号
愛媛県議会事務局

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年９月１日

愛媛県議会議長 高 山 康 人

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令

愛媛県議会事務局規程（昭和３９年愛媛県議会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

南 宇 和 郡 １７，４８３ ５，８２８

松山市・上浮穴郡 ４３１，０５８ １３８，５１０

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３３，７０８ ４４，５７０

宇和島市・北宇和郡 ７２，３９４ ２４，１３２

八幡浜市・西宇和郡 ３４，７２４ １１，５７５

新 居 浜 市 ９６，８６２ ３２，２８８

西 条 市 ８８，６０２ ２９，５３４

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４８，１１４ １６，０３８

伊 予 市 ３０，３５４ １０，１１８

四 国 中 央 市 ７０，８５１ ２３，６１７

西 予 市 ３０，５０９ １０，１７０

東 温 市 ２８，０４９ ９，３５０

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，９５８ １４，３２０

改 正 後 改 正 前

（課長及び室長の専決事項）

第８条 課長及び室長の専決事項は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和４

年愛媛県条例第３９号。以下「議会個人情報保護条例」とい

う。）第１７条第２項及び第４項の規定に基づく個人情報取扱事

務の登録及びその抹消に関すること。

� 議会個人情報保護条例第１８条第１項の規定に基づく個人情報

ファイル簿の作成及び公表に関すること。

� 議会個人情報保護条例第２６条第２項及び第２７条第１項、第３６

条第２項及び第３７条第１項並びに第４３条第２項及び第４４条第１

項 の規定に基づく期間の延長等に関するこ

と。

（課長及び室長の専決事項）

第８条 課長及び室長の専決事項は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第７

条第２項及び第５項

の規定に基づく個人情報取扱事

務の登録及びその抹消に関すること。

� 愛媛県個人情報保護条例第２４条第２項及び第２５条並びに第３５

条第２項及び第３６条（これらの規定を同条例第４２条において準

用する場合を含む。）の規定に基づく期間の延長 に関するこ

と。

� 愛媛県個人情報保護条例第２６条第１項及び第３７条第１項の規



愛 媛 県 報令和５年９月１日 第４３９号

８３７

公営企業訓令

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業訓令第６号
公営企業管理局

各 事 業 所

� 議会個人情報保護条例第２８条第１項 及び第２項の規定に基

づく第三者の意見の聴取に関すること。

� 議会個人情報保護条例 第３８条の規定に基づく保有個人情報

の提供先への通知に関すること。

�・� 省略

２ 省略

第９条 省略

（総務事務改革室長の専決事項）

第１０条 知事の事務部局の企画振興部デジタル戦略局スマート行政

推進課総務事務改革室（以下「総務事務改革室」という。）の長

の職にある職員（以下「総務事務改革室長」という。）は、次に

掲げる事項（他の主管に属するものを除く。）について専決する

ことができる。

� 扶養親族の認定に関すること。

� 住居手当の決定に関すること。

� 通勤手当の決定に関すること。

� 単身赴任手当の決定に関すること。

第４章 事務の代決

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

第１４条 省略

（総務事務改革室長の事務の代決）

第１５条 総務事務改革室長が不在のときは、総務事務改革室の主幹

がその事務を代決する。

２ 総務事務改革室長及び総務事務改革室の主幹が不在のときは、

あらかじめ総務事務改革室長の指定した職員が代決することがで

きる。

（代決の制限）

第１６条 第１１条から前条までの規定にかかわらず、重要若しくは異

例に属する事項又は新規の計画に関する事項については、代決す

ることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されるか

又は急施を要すると認められる事項については、この限りでな

い。

第１７条 省略

第１８条 省略

第１９条 省略

第２０条 省略

第２１条 省略

第２２条 省略

第２３条 省略

第２４条 省略

別表（第２１条関係） 省略

定に基づく事案の移送に関すること。

� 愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項及び第２項の規定に基

づく第三者の意見の聴取に関すること。

� 愛媛県個人情報保護条例第３８条の規定に基づく個人情報

の提供先への通知に関すること。

�・� 省略

２ 省略

第９条 省略

第４章 事務の代決

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

（代決の制限）

第１４条 第１０条から前条までの規定にかかわらず、重要若しくは異

例に属する事項又は新規の計画に関する事項については、代決す

ることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されるか

又は急施を要すると認められる事項については、この限りでな

い。

第１５条 省略

第１６条 省略

第１７条 省略

第１８条 省略

第１９条 省略

第２０条 省略

第２１条 省略

第２２条 省略

別表（第１９条関係） 省略



愛 媛 県 報令和５年９月１日 第４３９号

８３８

愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則及び愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年９月１日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則及び愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部を改正する訓令

（愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則の一部改正）

第１条 愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則（昭和４６年愛媛県公営企業訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部改正）

第２条 愛媛県公営企業管理局事務決裁規則（昭和６３年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（帳簿）

第１７条 所属長は、危険作業従事命令簿（様式第１号）、用地交渉

等業務手当支給明細書（様式第５号の２）、結核病棟勤務命令簿

（様式第６号）、病理細菌取扱勤務命令簿（様式第７号）、放射

線技術勤務命令簿（様式第８号）、伝染病医療従事命令簿（様式

第９号）、精神病棟等勤務命令簿（様式第９号の２）、夜間看護

従事命令簿（様式第１２号）、救急待機命令簿（様式第１２号の

２）、夜間看護等手当支給整理簿（様式第１２号の３）、航空業務

従事命令簿（様式第１３号の２）、救急医療従事命令簿（様式第１４

号）、救急医療従事手当整理簿（様式第１５号）及び診療応援業務

従事簿（様式第１６号）を作成し、必要な事項を記入し、保管しな

ければならない。ただし、所属長の使用に係る電子計算機（入出

力装置を含む。以下同じ。）と職員の使用に係る電子計算機とを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するときは、当

該電子情報処理組織への記録をもつて危険作業従事命令簿、用地

交渉等業務手当支給明細書、結核病棟勤務命令簿、病理細菌取扱

勤務命令簿、放射線技術勤務命令簿、伝染病医療従事命令簿、精

神病棟等勤務命令簿、夜間看護従事命令簿、救急待機命令簿

、航空業務従事命令簿、救急医療従事命

令簿 及び診療応援業務従事簿の作成、

記入及び保管に代えることができる。

（帳簿）

第１７条 所属長は、危険作業従事命令簿（様式第１号）、用地交渉

等業務手当支給明細書（様式第５号の２）、結核病棟勤務命令簿

（様式第６号）、病理細菌取扱勤務命令簿（様式第７号）、放射

線技術勤務命令簿（様式第８号）、伝染病医療従事命令簿（様式

第９号）、精神病棟等勤務命令簿（様式第９号の２）、夜間看護

従事命令簿（様式第１２号）、救急待機命令簿（様式第１２号の

２）、夜間看護等手当支給整理簿（様式第１２号の３）、航空業務

従事命令簿（様式第１３号の２）、救急医療従事命令簿（様式第１４

号）、救急医療従事手当整理簿（様式第１５号）及び診療応援業務

従事簿（様式第１６号）を作成し、必要な事項を記入し、保管しな

ければならない。ただし、管理者の指定する 電子計算機（入出

力装置を含む。以下同じ。）と職員の使用に係る電子計算機とを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するときは、当

該電子情報処理組織への記録をもつて

結核病棟勤務命令簿、病理細菌取扱

勤務命令簿、放射線技術勤務命令簿、伝染病医療従事命令簿、精

神病棟等勤務命令簿、夜間看護従事命令簿、救急待機命令簿、夜

間看護等手当支給整理簿、航空業務従事命令簿、救急医療従事命

令簿、救急医療従事手当整理簿及び診療応援業務従事簿の作成、

記入及び保管に代えることができる。

改 正 後 改 正 前

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 局長、課長、課長補佐、主幹又は知事の事務部局の企

画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課総務事務改革室

（以下「総務事務改革室」という。）の長の職にある職員（以

下「総務事務改革室長」という。）が、常時、管理者に代わつ

て特に定められた範囲の事務の処理について意思の決定を行う

ことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 省略

� 専決 局長、課長、課長補佐又は主幹

が、常時、管理者に代わつ

て特に定められた範囲の事務の処理について意思の決定を行う

ことをいう。

� 省略

（代決者）

第５条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

決裁者
代決者

決裁者
代決者

第１次代決者 第２次代決者 第１次代決者 第２次代決者

省略 省略
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

課長補佐又

は主幹

省略 課長補佐又

は主幹

省略

総務事務改

革室長

総務事務改革室の主幹 総務事務改革室長が指

定した職員

２ 省略

別表第２（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

２ 省略

別表第２（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

省略 省略

備考１ 省略

２ 総務事務改革室長の担任事務に係る総務課の表９の部

２の項�及び�の規定の適用については、同表決裁区分

の欄中「課長」とあるのは、「総務事務改革室長」とす

る。

備考 省略

令和５年９月１日 発行


